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秘密保持に関する誓約書

日本空港ビルデング株式会社

代表取締役社長　田中　一仁　殿

住所　

会社名　

代表者氏名　

当社は、今般、「東京国際空港第３旅客ターミナルビル等清掃業務　（その　）」（以下「本業務」という。）において競争への参加並びに提案書作成のために媒体を問わず貴社が当社に開示する秘密情報（以下「本秘密情報」という。）の取扱に関し、次の条項を遵守し、秘密を保持することを誓約します。
記
第1条（使用目的）
当社は、本秘密情報を本業務における提案書の作成目的のみに使用し、他の目的に使用しません。
第2条（秘密保持）
１　当社は、知りえた本秘密情報を善良なる管理者の注意をもって管理・保持するものとし、貴社の書面による承諾を得ずに第三者に開示又は漏洩いたしません。
２　当社は、本秘密情報の社内での開示を、本業務に係る提案書の作成に必要な最小限度の従業員に限るなど、　その秘密を保持するために必要な予防措置を自ら講ずることとし、貴社が特別の予防措置を指定した場合には、当社は直ちに当該措置を講ずるものとします。
３　当社は、本業務に係る提案書作成のため、貴社の事前の承諾を得て第三者に本秘密情報を開示する場合、当該第三者に本書と同等の義務を課し、当該第三者に秘密保持を行わせるものとします。この場合、当該開示を受けた者による当該守秘義務の違反は、当社の本書に基づく当社の守秘義務の違反とみなされることに同意します。
第3条(権利義務の譲渡の禁止)
当社は、貴社の書面による承諾を得ずに、本秘密情報の開示を受けることにより生ずる権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は継承させません。

第4条(複製・複写の禁止)
当社は、本秘密情報を貴社の書面による承諾を得ずに複製・複写いたしません。
第5条（個人情報の取扱）
貴社から提供を受けた本秘密情報のうち個人情報に該当するものについては、法令・条例等(以下「法令等」という。)により認められる範囲内でのみ利用し、保持し、かつ、法令等により要求される適切な管理を行うことを約束します。

第6条（秘密情報の返却）
当社は、「仕様書及び提案書作成要領」に定める期日までに受領した本秘密情報(複製物・複写物を含む)を返却することを約束します。

第7条(損害賠償)
当社は、本書に定める秘密保持義務に違反して本秘密情報を漏洩した場合、当社はその行為の差し止め、原状回復を行い、それにより貴社に生じた損害を賠償することを約束します。
第8条(期間）
本書に基づき当社が負う義務は、契約相手方として選定されたか否かを問わず、本応募の選定終了後も存続するもとします。

第9条(定義）
本書において、特段定める場合の他、本書における用語の定義は、本応募の「仕様書及び提案書作成要領」に定めるところによることとします。
以上

